
ふじみ野市
文化・スポーツ振興条例を

制定しました

平成27年10月1日

◀平成27年4 月にオープンした
　多目的グラウンドでの親子サッカー教室

▲まちなかの演奏会
　（福岡河岸記念館・平成27年9月6日）

ふじみ野市文化・スポーツ振興条例
　文化とスポーツは、人々の暮らしの質を高めていく上で大切な役
割を果たしています。
　文化は心の健康を保つものであり、スポーツは体の健康を保ちます。
　双方は人々の精神と身体を活性化し、生きる意欲や活力を高める
ことにつながります。
　さらには、新しい人間関係を築き、協働のまちづくりの機会を広げ、
世代間の交流を深めていく上でも大切な意義をもっています。
　ふじみ野市は、数多くの遺跡・史跡があり、特に街道や水運の要所
として繁栄し、人々の暮らしを豊かにしてきた歴史と伝統に支えられ
たまちです。
　また、近年においては首都圏に近接した住宅都市として発展してきた
ことから、多様な文化やスポーツのニーズも多くあり、それに応えていく
ことも必要となります。
　伝統的な文化の保存・継承、新しい文化の形成とスポーツの充実
に加え、グローバル化した社会にふさわしい多面的な視点から、これ
からのふじみ野市の文化とスポーツの振興を推進していくことを目指
します。
　私たちは、ふじみ野市の文化とスポーツの発展に向けて努力する
ことを決意し、この条例を制定するものです。
（目的）

第１条　この条例は、文化及びスポーツの振興に関する基本理念
　を定め、市民及び地域団体の役割並びに市の責務を明らかに
　することにより、市民の自主的な文化活動及びスポーツ活動を推進
　し、もって市民一人ひとりの豊かな自己実現及び活力のある地域社
　会の実現に資することを目的とする。
　（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号
　に定めるところによる。
　(1) 文化、文学、音楽、美術、写真、演劇等の芸術及び伝統芸能
　(2) スポーツ、運動競技、レクリエーション及び身体運動であって、
　　   心身の健全な発達を図るためのもの
　(3) 市民、市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学して
　　   いる者
　(4) 地域団体、市内で活動する法人その他の団体
　（基本理念）

第３条　文化及びスポーツの振興に関する基本理念は、次に掲げる事項
　とする。
　(1) 市民の豊かな自己実現及び活力のある地域社会の実現を
　　  推進すること。
　(2) 市民及び地域団体の自主性及び創造性を尊重すること。
　(3) 市民が文化活動及びスポーツ活動により、潤いのある豊かな
　　  生活を営むことができるような環境の整備を図ること。
　(4) 市、市民及び地域団体の相互の連携及び交流を図り、協働の
　　  まちづくりに資するよう努めること。

　２  文化の振興に当たっては、地域の歴史及び伝統を尊重する
　　  ものとする。
　３　スポーツの振興に当たっては、スポーツをすること、見ること、
　　　学ぶこと又はこれらを支える多様な活動の充実を図るものと
　　　する。 
　　（市民の役割）

第 4条　市民は、文化活動及びスポーツ活動の主体であることを
　自覚し、自主的な活動を通じて培われる活力及び創意を生かし、地域の
　文化及びスポーツの振興並びに発展に努めるものとする。
　（地域団体の役割）

第5条　地域団体は、地域社会の一員として自主的に文化活動及び
　スポーツ活動の推進を図るとともに、地域の文化及びスポーツの
　振興並びに発展に努めるものとする。
　（市の責務）

第6条　市は、第３条の基本理念にのっとり、文化及びスポーツの
　振興に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するものとする。
　２　市は、文化及びスポーツの振興のため、必要な環境の整備及び
　　　財政上の措置を講ずるものとする。
　３　市は、文化及びスポーツの振興に関する施策の実施に当たり、市民
　　　及び地域団体と連携するものとする。
　　　（基本施策）

第7条　市長は、第１条の目的を達成するために、次に掲げる文化及び
　スポーツの振興に関する施策を行うものとする。
　(1) 環境の整備及び機会の充実に関すること。
　(2) 調査及び情報の提供に関すること。
　(3) 人材の育成及び地域団体の支援に関すること。
　（振興計画）

第8条　市長は、前条に規定する基本施策を総合的かつ計画的に
　実施するため、振興計画を策定するものとする。
　２　市長は、前項の振興計画を策定するに当たっては、広く市民の意見
　　  を反映させるものとする。
　　　（審議会の設置）

第9条　市長は、文化及びスポーツの振興に関する施策を推進する
　ため、審議会を設置するものとする。
　（その他）

第10条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に
　定める。

　附則
　この条例は、平成27年10月１日から施行する。

策定経過

8月～10月 市民意識調査
平成26年

平成27年

11月～ 庁内検討委員会（全4回）
12 月～ 条例策定委員会（全5回）

4月 条例策定委員会より素案提出
5月～6月 パブリック・コメント
9月 市議会に議案上程（議決）

10月1日 条例施行

委員長　　西田　俊夫　社会教育委員の代表者
副委員長　井上　賴子　体育協会レクリエーション部門代表者
　　　　　貫井　洋司　文化団体連合会代表者
　　　　　傳寳　良子　文化美術連合会代表者
　　　　　東海林秀子　大井中央公民館利用団体連絡会代表者
　　　　　小島　春洋　体育協会競技部門代表者
　　　　　西岡　正司　スポーツ少年団代表者
　　　　　塩野　敏和　芸術文化に携わる知識経験者
　　　　　平澤　奈古　スポーツに携わる知識経験者
　　　　　三村　浩男　校長会の代表者
　　　　　田原　隆康　公募委員
　　　　　岸本　純子　公募委員
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　平成27年10月1日、ふじみ野市誕生10周年を機に、
文化とスポーツを通したふじみ野市のまちづくりの方向
性をより明確に示すため、ふじみ野市文化・スポーツ
振興条例を制定しました。
　この条例に基づき、文化活動やスポーツを通して
自主性や創造性を高め、活力のあるふじみ野市の
実現を目指します。

●文化活動及びスポーツ活
動の主体であることを自覚
し、自主的な活動を通じて
培われる活力及び創意を生か
し、地域の文化及びスポー
ツの振興並びに発展に努め
ます。

●地域社会の一員として自
主的に文化活動及びスポー
ツ活動の推進を図るととも
に、地域の文化及びスポー
ツ振興ならびに発展に努め
ます。

●文化及びスポーツの振興に
関する施策を、総合的かつ
計画的に推進します。
●文化及びスポーツの振興に
関する必要な環境の整備及
び財政上の措置を講じます。
●施策の実施に当たり、市民
及び地域団体と連携します。

条例制定の背景

基本理念

基本理念実現のために

市が進める基本施策
市民の豊かな自己実現及び活力のある地域社会の実現を
推進すること。

市民及び地域団体の自主性及び創造性を尊重すること。

市民が文化活動及びスポーツ活動により、潤いのある豊かな
生活を営むことが出来るような環境の整備を図ること。

市、市民及び地域団体の相互の連携及び交流を図り、
協働のまちづくりに資するよう努めること。

文化の振興に当たっては、地域の歴史及び伝統を尊重する
ものとする。

スポーツの振興に当たっては、スポーツをすること、見ること、
学ぶこと又はこれらを支える多様な活動の充実を図るもの
とする。

1

2

3

4

5

6

市 民の役割 団 体の役割 市 の責務

調査及び
情報の提供

人材の育成
及び地域
団体の支援

環境の整備
及び

機会の充実

市が進める基本施策を実施するため
に文化及びスポーツの振興計画を策
定します。また、策定に当たっては、
広く市民の意見を反映していきます。

振興計画の策定

文化及びスポーツの振興に関する施策
を推進するため、審議会を設置します。

審議会の設置


